
 

 

八 戸市悪臭発生防止指導要綱 

 （目  的） 

第 １ 条 この要綱は、工場その他の事業場（以下「事業場等」という。）にお   

     ける悪臭の発生を防止し、地域住民の生活環境の保全に資することを目   

     的とする。          

 （悪  臭） 

第 ２ 条 この要綱において「悪臭」とは、人に不快感又は嫌悪感を与える臭気   

     をいう。 

    ２．悪臭の指標となる基準（以下「指導基準」という。）は、別表のとお   

     りとする。 

 （事業者の責務） 

第 ３ 条 事業場等を設置する者（以下「事業者」という。）は、指導基準を遵   

     守しなければならない。 

 （指  導） 

第 ４ 条 市長は、事業者が指導基準を遵守するよう指導に努めるものとする。 

 （測  定） 

第 ５ 条 市長は、悪臭が発生していると認めるときは、速やかに当該事業場に   

     おいて臭気の測定を行うものとする。 

    ２．前項の測定は、臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成７年９ 

     月環境庁告示第６３号）により行うものとする。 

 （測定の協力） 

第 ６ 条 市長は、臭気の測定を行うため必要があると認めるときは、事業者に   

     対し、協力を求めることができる。 

 （勧  告） 

第 ７ 条 市長は、第５条の測定の結果、事業場等から発生する臭気が指導基準   

     に適合せず、かつ、そのために地域住民の生活環境が損なわれていると   

     認められるときは、当該事業者に対し、悪臭の発生防止に関する改善措   

     置を勧告することができる。 

 （事業者への援助） 

第 ８ 条 市長は、中小規模の事業場等の事業者に対しては、悪臭発生防止施設   

     の設置及び改善について必要な資金をあっ旋し、又は技術的助言を行う   

     よう努めるものとする。 

 （公  表） 

第 ９ 条 市長は、第７条の勧告を受けた事業者が理由なくこれに従わないとき   

     は、当該事業者の氏名又は名称及び勧告の内容を公表することができる。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成２年 12 月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成８年５月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成９年１月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成 10 年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成 14 年４月１日から実施する。 

   附 則 

  この要綱は、平成 24 年４月１日から実施する。



 

 

別表（第２条関係） 

   悪臭発生防止指導要綱に基づく指導基準 

臭 気 指 数 

区      分 
事業場等の

敷地境界線
排 出 口 排 出 水

第区 

 

一 

 

種分 

第一種低層住居専用地域               

第二種低層住居専用地域               

第一種中高層住居専用地域               

第二種中高層住居専用地域               

第 一 種 住 居 地 域               

第 二 種 住 居 地 域               

準 住 居 地 域               

１０ ２５ ２６ 

第区 

 

二 

 

種分 

近 隣 商 業 地 域               

商 業 地 域               

準 工 業 地 域               

工 業 地 域               

市 街 化 調 整 区 域               

１５ ３０ ３１ 

第区 

三 

種分 

工 業 専 用 地 域               

 

無 指 定 地 域 

１８ ３５ ３４ 

（備考）排出口における臭気指数は、高さ５ｍ未満の排出口には適用しない 

 


